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グループ間における税負担の違いを捉えるにあたっては、所得分布の違いと累進課税

体系によってもたらされる垂直的要因と、同一所得階層内のグループ間で生じる水平的

要因に分けることが重要であり、Slemrod(2022)はGroup Average Tax Rate Differential 

(GATRD)と呼ぶ要因分解の方法を提示している。 

本稿では『全国家計構造調査』（1989～2019年）の個票データを用い、このGATRDア

プローチに基づき、所得税・住民税における控除の負担軽減効果について考察する。具

体的には、現役個人・高齢個人間における税負担の違いについて垂直的要因と水平的要

因を計測する。また、マイクロシミュレーションを活用して給与所得控除や公的年金等

控除がこれらの要因にもたらす影響を計測し、当該控除が水平的要因に与えている真の

寄与を考察する。その結果、現役個人・高齢個人間におけるGATRDは3%程度あり、この

うち水平的要因による双方の差は1%程度ある。ただし、現役個人は給与所得控除、高齢

個人は公的年金等控除による負担軽減の恩恵を受け、いずれも5%程度の影響を持つもの

であり、どちらも水平的要因に大きな影響を及ぼし得るものとなっていることが確認さ

れた。 
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Ⅰ．はじめに 
 

日本では社会保障制度の維持に向けて家計の税負担の見直しが必須であると考えられる

中、所得税（国税）・住民税（地方税）は日本の税制において中心的役割を担っており、こ

れらの税の再検討も欠かせない。また、これらの税制が控除制度を多用していることを鑑み

れば、控除制度のあり方は重要な政策課題の一つといえる。 
 税負担の公平性という観点では垂直的公平とともに水平的公平に関する視点が求められ

る。垂直的公平とは、異なる状況にある者に適切な差異を設け、すなわち担税力の大きい者

により重く税負担を課すことを意味する。また、水平的公平とは、等しい状況にある者を等

しく扱い、すなわち担税力の等しい者には等しい税負担を課すことを意味する。日本では所

得税・住民税を対象に、現役世帯と高齢世帯といったグループ間における税負担の違いや、

特に給与所得控除や公的年金等控除が税負担に与える影響について考察されてきたところ

であり（田近・古谷 2003,2005; 田近・八塩 2006a, 2006b, 2008; 金田 2014）、これらは税負担

の公平性に関する議論でもある。他方、海外では再分配効果を垂直的公平と水平的公平に分

解する取り組みが進められてきた。ここでは、水平的公平について再分配後の所得順位を変

えないという視点で捉え、所得順位の入れ替えが生じた場合に水平的不公平が生じている

とみなす。こうしたアプローチを採用し、税制や社会保障制度による再分配効果を垂直的公

平と水平的公平に関する要因分解を行い計測する研究が進んでいる（Urban 2014, 2016; 前

川 2023）。また、近年はグループ間における税負担率の違いを垂直的要因と水平的要因に分

解する取り組みも進んでいる。例えば、２つのグループの間で税負担の違いがあるとき、こ

れを評価するにあたっては単純に両グループの平均的な負担率の差を比較するわけにはい

かない。Slemrod(2022)は、グループ間における税負担の違いを捉えるにあたっては所得分布

の違いと累進課税体系によってもたらされる垂直的要因と、同一所得階層内のグループ間

で生じる水平的要因に分けることが重要であることを指摘しており、Group Average Tax Rate 

Differential (GATRD)と呼ぶ要因分解の方法を提示している。また、Lin and Slemrod(2024)は

米国において（非婚者の中で）女性が男性よりも所得税負担が低い状況に焦点をあて、

GATRD アプローチを採用しながら、こうした状況がどのような要因によってもたらされて

いるかを考察している。このように、日本では現役個人・高齢個人間における税負担の違い

が指摘されてきたところであるが、本稿では GATRD アプローチを採用し、この税負担のグ

ループ間格差を垂直的要因と水平的要因に分解して考察する。 

本稿ではさらに控除の仕組みが垂直的要因と水平的要因に与える影響についても考察す

る。これまでのところ、GATRD アプローチについて各種制度が垂直的・水平的要因に与え

る影響まで掘り下げて計測することができないことが指摘されてきた（Lin and Slemrod, 

2024）。しかし、こうした課題を乗り越える上で、マイクロシミュレーションを活用するこ

とが有益である。すなわち、特定の控除が無かった場合の仮想的な税額を計測する手法を活

用することで、GATRD アプローチの上でも当該控除が与えている影響を定量的に示すこと
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が可能となる。また、こうした控除が負担構造に与える影響については租税支出（Tax 

expenditure）の研究で扱われ、例えば租税支出による負担軽減の大きさについて考察されて

きた（Surrey 1973; OECD 2010; Burman et al. 2008; Poterba 2011; Altshuler and Dietz 2011; Albarea 

et al. 2015; Burman et al. 2017; Avram 2018; Barrios et al. 2020）1。こうした中で、日本において

も所得税・住民税を対象に、控除による負担軽減の大きさを計測する取り組みも進められて

きた（田近・八塩 2006a, 2006b; 金田 2014; Ohno et al.2021, 2025; 大野ほか 2023）。 
 そこで本稿では『全国家計構造調査』（旧『全国消費実態調査』、1989～2019 年）の個票デ

ータを用い、この GATRD アプローチに基づき、控除の負担軽減効果について考察する。第

１に現役個人・高齢個人間における税負担（所得税・住民税）の違いについて考察する。本

稿では Slemrod(2022)と同様の手法を採用し、現役個人・高齢個人間における税負担の違い

について垂直的要因と水平的要因を計測する。第２に、給与所得控除や公的年金等控除など

の控除制度が水平的要因に与える影響についても考察する。本稿では Burman et al.(2017)の

手法を採用し、控除を適用するかどうかによって税額がどの程度変化するかを計測し、それ

に伴って水平的要因の度合いがどの程度変化するかを計測する。第３に、垂直的要因や水平

的要因の経年的な変化についても考察する。このとき、各要因の時点間比較には制度の変更

に伴う「制度変更要因」のみならず、所得分布や人口構成などの変化に伴う「非制度変更要

因」の影響も含まれる。そこで、本稿では Bargain and Callan(2010)や Bargain(2012)と同様の

手法を採用し、垂直的・水平的要因における変化を制度変更と非制度変更による寄与へ分離

する。すなわち、比較期間中において「仮に制度変更がなかった場合に所得分布や人口構成

などの変化が各要因に及ぼす影響」（非制度変更要因）を考慮しながら、「制度変更それ自体

が各要因に及ぼす真の寄与」（制度変更要因）を抽出する2。 
 本稿の構成は以下のとおりである。2 節では本稿の分析対象期間である 1989 年から 2019

年までにおける個人所得課税の制度改正の流れを整理する。3 節では使用するデータや、マ

イクロシミュレーションの手法による税額の推計方法、GATRD アプローチによる要因分解

の方法を説明する。4 節では現役個人・高齢個人間における税負担の違いについて垂直的要

因と水平的要因の大きさとその経年的な変化を捉える。また、給与所得控除や公的年金等控

除など個別の控除制度の影響についても考察する。5 節では垂直的・水平的要因における変

化を制度変更と非制度変更による寄与に分解して考察する。最後に 6 節では結論を述べる。 

 
 

 
1 租税支出とは、「所得控除（Deductions）、課税除外（Exclusions）、税額控除（Credits）、軽減税率（Favorable 
Rates）などの租税特別措置であり、特定の活動や産業、納税者層に減税の恩恵を与えるもの」（Burman et 
al.2017, p.109）とされる。 
2 Bargain(2014)はこうした再分配効果における制度変更要因と非制度変更要因の要因分解に関するサー

ベイを提供している。 
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Ⅱ．日本の所得税・住民税と社会保険制度 
 
はじめに、日本の所得税および住民税の概要について述べる。これらの税制は、収入から

必要経費や特定の控除を引いたのち、各種の所得を合算した合計所得を求める。次に、合計

所得から所得控除を引いて課税所得を計算し、課税所得に税率表を適用して算出税額を求

める。さらに、この算出税額から税額控除を引いて、納付税額が決定される。このような税

額計算の基本構造は、1989 年から 2019 年を含む本稿の分析対象期間において一貫して維

持されている。なお、所得税における各種控除額や税率の変更などの変遷については表 1 を

参照されたい3。以下では主要な仕組みとその変更について説明する。 
まず、収入から所得を計算する際、必要経費や特定の控除を差し引くが、この特定の控除

として給与所得控除と公的年金等控除が挙げられる。給与所得控除は、給与所得者の必要経

費に相当するものを一律的かつ簡便に計算するための仕組みであり、２つの要素で構成さ

れていると捉えることができる。第１に、給与収入の大小にかかわらず一律に適用される最

低控除額である。第２に、給与収入が増えるにつれて逓増的に適用額が増える収入逓増部分

である。これにより、低所得者層から高所得者層まで、収入の大きさに応じた控除額が適用

される仕組みとなっている。1989 年から 2019 年までの間に給与所得控除制度は断続的に

見直されてきたが、基本的な構造は変わらない。例えば、2013 年には給与収入 1,500 万円

以上の場合に適用額の上限が 245 万円と設定され、その後段階的に引き下げられている。

このような変更は、高所得者層の控除額を抑制し、税負担を高める。 
次に、公的年金等控除は公的年金を受給する者を対象とする控除であり、給与所得控除と

同様に、定額部分と収入逓増部分の２つの要素に分けることができる。定額部分は公的年金

収入の大きさにかかわらず一定額が控除されるものであり、公的年金収入がある者に一律

に適用される。（ただし、65 歳以上と 65 歳未満で適用額が異なる。）一方、収入逓増部分

は、公的年金収入が増加するに従って適用控除額が増える仕組みであり、公的年金収入が大

きくなるほど適用控除額が多くなる。ただし、2005 年には 65 歳以上の最低控除額が 140
万円から 120 万円に引き下げられるなど、制度変更が行われている。また、所得水準の高

い年金受給者に対しては適用控除額の減少が進められている。 
このように、給与所得控除や公的年金等控除のほか、必要経費を差し引いたのち、各所得

を合算することで合計所得が計算される。次に、この合計所得を基に課税所得を算出する際

には、所得控除が適用される。所得控除には例えば、基礎控除、配偶者控除および配偶者特

別控除、扶養控除、社会保険料控除、老年者控除（2004 年まで）がある。基礎控除は原則

全ての納税者に適用される控除であり、一定額が合計所得から差し引かれる仕組みである。

ただし、2020 年の税制改正以降、合計所得が一定金額以上の納税者については控除額が段

階的に減少し、2500 万円超で消失する仕組みとなっている。配偶者控除および配偶者特別

控除は、所得が一定以下の配偶者を持つ納税者を対象としている。扶養控除も同様に、一定

 
3 住民税における各種控除額の変遷は所得税とほぼ同様であり、ここでは所得税制の変遷のみを扱う。 
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の条件を満たす扶養親族を持つ納税者が対象となる。また、社会保険料控除は、納税者が負

担する社会保険料に基づいて同額が控除される。老年者控除は 65 歳以上かつ所得 1,000 万

円以下の納税者を対象に 50 万円が控除されていたが、2005 年に廃止されている。 
これらの控除を差し引いた課税所得に税率表を適用して算出税額が求められる。また、こ

の算出税額から直接差し引かれるものとして、税額控除の仕組みもある。例えば、定率減税

は 1994 年に導入され、所得税額の一定割合（当初は 20％）を減額する措置であるが、2007
年に廃止された。また、調整控除は 2007 年に導入され、国税（所得税）から地方税（住民

税）への税源移譲に伴う税負担増加を調整するために設けられたものである。これにより、

所得税と住民税を合わせた納税者の税負担が増加しないよう配慮されている。 
また、社会保険料についても触れる。社会保険には、公的年金保険、健康保険、介護保険、

雇用保険が含まれる。公的年金保険は、20 歳以上 60 歳未満のすべての国民が加入対象とな

る国民年金（基礎年金）と、それに上乗せする形で被用者が加入する厚生年金から成る。被

保険者は、自営業者など国民年金のみに加入する第 1 号被保険者、厚生年金と国民年金の

両方に加入する第 2 号被保険者、第 2 号被保険者に扶養される第 3 号被保険者に分類され

る。公的年金保険料は加入する制度によって計算方法が異なっている。健康保険については、

国民健康保険（自営業者、非正規雇用者等が加入）および被用者保険（協会けんぽ、健康保

険組合、共済組合）に分かれる。健康保険料も加入する制度によって計算方法が異なってい

る。介護保険は 2000 年に創設され、65 歳以上の第 1 号被保険者と 40 歳から 64 歳の医療

保険加入者である第 2 号被保険者が対象となる。保険料は所得に応じて決定され、所得が

高いほど負担も大きい仕組みとなっている。最後に雇用保険は一定の要件を満たす被用者

が加入し、賃金に応じて保険料が計算される。 
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表 1 所得税制の変遷 
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表 1 所得税制の変遷（(続き） 

 
(注) 財務省財務総合政策研究所『財政金融統計月報』より著者作成。ただし、社会保険に関する保険料額・率の出所は下記を参照されたい。社会保険料算出時の

標準報酬月額には上限額が存在し、2003 年から標準報酬月額の計算に賞与も含める総報酬制が導入されている。また、被用者保険の場合は労使折半後の本人

負担分のみを掲載している。 
 (年金保険) 日本年金機構「厚生年金保険料率表」「厚生年金保険料率と標準報酬月額等級の変遷表」; 厚生労働省『公的年金財政状況報告』 
 (健康保険) 厚生労働省『国民健康保険実態調査』; 全国健康保険協会「保険料率の変遷」 
 (介護保険) 厚生労働省「介護費用と保険料の推移」; 全国健康保険協会「保険料率の変遷」 
 (雇用保険) 厚生労働省「雇用保険制度関係資料 雇用保険料及び国庫負担の推移」
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Ⅲ．データおよび推計方法 
 
Ⅲ－1. 使用データ 

データは『全国家計構造調査』（旧：『全国消費実態調査』）の個票データ（調査票情報） 

を使用する4。本稿では 1989、1994、1999、2004、2009、2014、2019 年の調査票を利用して

いる。調査票には各世帯員について調査開始時点の属性（続柄、年齢、性別、就業状況等）

や過去 1 年間の収入、また各世帯について調査時期の貯蓄残高等の項目が存在する。本稿で

は各世帯員の属性および収入の情報に現実の社会保険制度や税制を適用し、世帯ごとの年

間での社会保険料と所得税・住民税の負担額を推計する。なお、ここでは税額の推計ができ

ない等の理由から以下の世帯についてはサンプルから除外する。 

 

・年齢・性別が不詳である世帯員がいる世帯 

・単身赴任世帯 

・転出者がいる世帯 

 
Ⅲ－2. 推計方法5 
Ⅲ－2－1. 収入の推計方法 
 本稿では『全国家計構造調査』の「年収・貯蓄等調査票」における年間収入を使用してい

る。ここでは、例えば「勤め先からの年間収入」、「農林漁業収入」等の 11 項目の内訳項目

が存在し、さらに各項目において「①世帯主」「②世帯主の配偶者」「③他の世帯員（65 歳

未満）」「④他の世帯員（65 歳以上）」別の収入が利用可能である。ただし、「③他の世帯員

（65 歳未満）」「④他の世帯員（65 歳以上）」に該当する世帯員が複数人存在する世帯では、

当該の世帯員らの収入の合計値のみが記入される。そこで、同調査の「世帯票」に記入され

ている世帯員全員の性別・年齢情報を参照し、「③他の世帯員（65 歳未満）」「④他の世帯員

（65 歳以上）」の収入額を以下の方法で各世帯員に按分する。 

 「勤め先からの年間収入」「農林漁業収入」「農林漁業以外の事業収入」「公的年金・恩給」

「社会保障給付金（公的年金・恩給以外）」「企業年金受取金」「個人年金受取金」について

は、世帯員の性別・年齢によって按分の比が異なると考えらえる。したがって、まず個人単

位の収入が把握できる「①世帯主」と「②世帯主の配偶者」を対象に、性別・年齢階層別の

平均収入を求める。「③他の世帯員（65 歳未満）」「④他の世帯員（65 歳以上）」に関して世

帯内に該当する複数の世帯員が存在する場合には、上述の方法で求めた平均収入の比を使

用して、収入額を各世帯員に按分する。 

「内職等の年間収入」「家賃・地代の年間収入」「その他の年間収入」については、③と④

 
4 『全国消費実態調査』は 2019 年に見直され、『全国家計構造調査』として施行された。 
5 本稿における収入、社会保険料、所得税・住民税の推計方法は Ohno et al.(2025)の手法を採用している。

詳細は補足 A を参照されたい。 
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に関して該当する世帯員が複数存在する場合には均等に按分した。なお、15 歳未満の世帯

員については按分の対象外とした。 

 

Ⅲ－2－2. 社会保険料・所得税・住民税の推計方法6 
 所得税・住民税の税額を推計するにあたっては、社会保険料控除で使用する保険料額も推

計する必要がある。本稿では（「世帯票」に記入された扶養関係ではなく）世帯の最高所得

者を世帯主とみなし、その上で世帯員との続柄、年齢、職業、収入を参照することで税・社

会保険制度上の配偶者・扶養関係を判別している。 

保険料額の推計では、まず各世帯員がどの社会保険制度に加入しているかを特定する必

要がある。ここでは公的年金保険・健康保険・介護保険・雇用保険の各制度について、世帯

員ごとに加入制度を推定したのち、現実の保険料計算式を適用して保険料額を推計する。 

所得税・住民税額の推計では、世帯の属性や収入の情報に現実の控除制度や税率を適用し

て税額を求める。所得税法上は 10 の所得区分があるが、ここでは『全国家計構造調査』か

ら計算可能である「給与所得」「事業所得」「雑所得」「不動産所得」といった所得区分につ

いて、合計所得を求める。そして、合計所得から所得控除を差し引いた課税所得を計算する。

その際、本稿においては給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除、配偶者（特別）控除、

扶養控除、老年者控除（2004 年まで）、社会保険料控除（先に推計した社会保険料と同額）

を適用している。最後に課税所得に対して所得税・住民税の限界税率表を適用することで総

合課税分の所得税額・住民税額を計算する。なお、ここでは住民税における調整控除（2007

年～）、復興特別所得税（2013 年～）も含めて推計している。ただし、利子配当課税分につ

いては、本稿においては除くこととした。 

所得や税・保険料額推計のパラメーター（適用控除額等）を実質化するにあたっては各年

の平均所得を用いて指数を作成し、ここでは 2019 年を基準とする。ただし、日本では高齢

化が進展する中、平均所得の水準は年齢構成の変化からも影響を受けやすい。そこで、年齢

構成の変化による影響を除いて実質化するための指数を作成する。まず、t 年の年齢階層 k 

( k = 1, 2, … , K ) における世帯構成比率を 𝑛௧௞ 、平均所得を 𝑦௧௞ とおく。なお、∑ 𝑛௧௞௄௞ୀଵ = 1 

である。基準とする年を T 年とするとき、t 年の指数 𝐼௧ を以下の式に基づいて計算する。 

 

 
6 一般に、調査票に記載された情報から税や社会保険額といった個別性の高い変数を推計するマイクロシ

ミュレーションの手法に関しては、その精度 (推計の誤差) への留意が必要である。この点に関しては

Ohno et al. (2015)および多田ほか(2016)によって、『国民生活基礎調査』を用いたマイクロ・シミュレーシ

ョンモデルによる税・保険料額の推計値は高い精度を持つことが示されている。これらの報告では『国民

生活基礎調査』を使用していることに対して、本稿では『全国家計構造調査』を使用している点に関して

は、第 1 に『国民生活基礎調査』と『全国家計構造調査』では共通する調査項目が多く、推計に必要な諸

変数が共通して利用可能であること、第 2 に Sano et al. (2015)や Tada and Miyoshi (2015)において『国

民生活基礎調査』と『全国家計構造調査』は世帯属性や収入の情報についてはおよそ整合的と報告されて

いることを鑑みれば、『全国家計構造調査』を使用した本稿の税・社会保険料の推計値に関しても分析に足

る精度を有していると考えられる。 
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𝐼௧ = ൭෍𝑛௞் ∙ 𝑦௧௞௄
௞ ൱ ൭෍𝑛௞் ∙ 𝑦௞்௄

௞ ൱൙  (1) 

 

各年齢階層の世帯構成比率をウェイトとして使用し、年齢階層別の所得を加重平均して

全世帯平均所得を求める。(1)式の分子は t 年の加重平均所得、分母は T 年の加重平均所得

である。ここでは年齢構成の変化による影響を除くため、t 年および T 年の加重平均所得を

求める際、ともに 2019 年の世帯構成比率をウェイトとして使用する。年齢階層別の作成に

あたっては、世帯主年齢に基づき 11 個の年齢階層（35 歳未満、35-39 歳、40-44 歳、45-49

歳、50-54 歳、55-59 歳、60-64 歳、65-69 歳、70-74 歳、75-79 歳、80 歳以上）を使用した。 

 最後に、『全国家計構造調査』の個票データは世帯単位であるが、本稿では個人単位への

変換を行う。『全国家計構造調査』においては、世帯ごとにウェイト（集計用乗率）が付与

されているが、個人単位への変換後もこのウェイトを各個人（各世帯員）に適用する。また、

所得が 0 の個人については、平均税率の計算の際に値が無限大に発散してしまうため、本稿

においてはサンプルから落とした。 

 
Ⅲ－3. GATRD の計測方法 
 GATRD（平均税率のグループ間格差）を計測するにあたっては Slemrod(2022)や Lin and 

Slemrod(2024)の方法を採用する。各個人の平均税率は、個人ごとに税額を所得額で割ること

によって求める。ここでは、税額を所得税額と住民税額の合計、所得額を総所得の金額（当

初所得に現金給付を加えた金額）とした。その上で、各グループの平均税率は、そのグルー

プに属する個人の平均税率に関する（ウェイトを勘案した）加重平均として扱う。本稿にお

いては２つのグループに注目し、現役個人と高齢個人の比較を行う。定義としては、給与収

入を得ている個人を現役個人、公的年金収入を得ている個人を高齢個人とした。また、給与

収入、公的年金収入のどちらも得ている個人については、高齢個人への割り振りを行った。

便宜上、以下では現役個人グループをグループ A、高齢個人グループをグループ B と呼ぶ。

このとき、グループ h の平均税率を𝑡௛（h = A,B）とすると、GATRD は(2)式のように定義さ

れる。 

 𝐺𝐴𝑇𝑅𝐷 ≡ 𝑡஺ − 𝑡஻ (2) 

 
ここで、所得階層𝑖での平均税率を𝑡௜、所得階層𝑖でのグループ h の平均税率を𝑡௛௜とし、所

得階層𝑖の人数を𝑛௜、グループ h の人数を𝑛௛、所得階層𝑖でのグループ h の人数を𝑛௛௜とする

と、(2)式を変形することで、(3)式を得ることができる。 

 𝐺𝐴𝑇𝑅𝐷 =෍൤൬𝑛஺௜𝑛஺ − 𝑛஻௜𝑛஻ ൰ ∙ 𝑡௜൨+෍൤൬𝑛஺௜𝑛஺ ∙ 𝑛஻௜𝑛௜ + 𝑛஻௜𝑛஻ ∙ 𝑛஺௜𝑛௜ ൰ ሺ𝑡஺௜ − 𝑡஻௜ሻ൨ே
௜ୀଵ

ே
௜ୀଵ  (3) 
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グループ間における税負担の違いを捉えるにあたっては所得分布の違いと累進課税体系

によってもたらされる垂直的要因と、同一所得階層内のグループ間で生じる水平的要因に

分けることが重要である。(3)式において、右辺第１項は垂直的要因を表し、第２項は水平

的要因を表す。第一項の中で、各所得階層における平均税率𝑡௜に掛かっている部分はその階

層における垂直的要因のウェイトを表しており、第二項の中で、各所得階層におけるグルー

プ間の平均税率の差（𝑡஺௜ − 𝑡஻௜）に掛かっている部分はその階層における水平的要因のウェ

イトを表している。これらのウェイトを乗じることで、各所得階層における垂直的要因と水

平的要因の寄与を計測することができる。 

 

Ⅳ．計測結果 
 

Ⅳ－1. 控除額の構造 
上述のとおり、GATRD は現役個人と高齢個人の税率差を表す。このとき、現役個人では

給与所得控除、高齢個人では公的年金等控除が、それぞれの税率に大きな影響を及ぼす可能

性がある。そこで、まず個人に適用される控除額の構造について確認する。図 1 は 2019 年

の所得税に関するデータを用いて、控除額の大きさを所得階層別に示したものであり、所得

階層の分類には 100 万円刻みの所得階層を用いている。なお、控除額の構造は所得税と住

民税で共通しているため、ここでは所得税に関する結果のみを示す。まず、パネル(a)は全

サンプルを対象とした場合を表しており、所得 1,000 万円までにかけて収入逓増的な構造

が確認され、それ以降の所得階層ではほぼ横ばいとなっている7。この傾向は主に給与所得

控除および社会保険料控除の仕組みに起因している。次に、パネル(b)は現役個人に限定し

た場合を表している。控除額の合計が収入逓増的な構造を持つ点は全サンプルの場合と同

様であり、この特徴も特に給与所得控除や社会保険料控除の影響によるところが大きい。さ

らに、パネル(c)は高齢個人に限定した場合を表している。控除額の合計が収入逓増的な構造

を持つ点は他の場合と同様であるものの、控除の内訳に着目すると、公的年金等控除が大き

な割合を占めている。ただし、公的年金等控除は給与所得控除と異なり、収入逓増的な構造

が明確に確認されるわけではない。 
 
 
 
 

 
7 所得 1,000 万円以上の所得階層において、完全に横ばいとなっているわけではない。ただし、これは所

得 1,000 万円以上の所得階層において各層のサンプルサイズが少ない点に留意が必要である。パネル(c)は
高齢個人に限定した場合を表すが、高所得層におけるサンプルサイズが小さいため、その傾向が顕著に現

れている。 
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図 1 所得階層別の控除額（所得税/2019 年） 

(a) 全サンプル 

 
 

(b) 現役個人 
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(c) 高齢個人 

 
（出所）総務省『全国家計構造調査』より筆者作成。 
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Ⅳ－2. GATRD の経年的な変化 
 まず、GATRD の経年的な変化を見ていく。図 2 は 1989 年から 2019 年までの GATRD 全

体に加え、垂直的要因や水平的要因の大きさを経年的に示している。なお、GATRD の垂直

的要因と水平的要因の合計が GATRD 全体に相当する。GATRD 全体としては 3%程度ある

のに対し、水平的要因に着目すると、双方の負担率格差は 1%程度であった。また、垂直的

要因はおよそ 2%で概ね横ばいに推移しているのに対して、水平的要因は 1%前後で変動し

ており、また水平的要因の変化が GATRD 全体の変化に影響している。 
 

図 2 GATRD の経年変化 

 

（出所）総務省『全国家計構造調査』より筆者作成。 
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Ⅳ－3. 控除が GATRD に及ぼす影響 
 次に、各控除が GATRD に与える効果について確認する。図 3 は、各年における「制度ど

おりの場合」と「仮想的に各控除を適用しない場合」の GATRD を比較したグラフである。

具体的には、「制度どおりの場合（青線）」、「給与所得控除を適用しない場合（グレー線）」、

「公的年金等控除を適用しない場合（黄色線）」、「公的年金等控除と老年者控除を適用しな

い場合（赤線）」について扱う。 

パネル(a)は GATRD 全体について、各ケースの結果を示している。まず、「制度どおりの

場合（青線）」はおよそ 3%の水準でほぼ横ばいに推移している。これに対し、各種の控除を

適用しない場合は、それぞれ控除の効果が大きいほど「制度どおりの場合（青線）」との乖

離が大きくなる。「給与所得控除を適用しない場合（グレー線）」は GATRD がおよそ 9%で、

「制度どおりの場合（青線）」と同様、ほぼ横ばいに推移している。また、「公的年金等控除

を適用しない場合（黄色線）」は 2009 年以降低下しているが、「公的年金等控除と老年者控

除を適用しない場合（赤線）」はほぼ横ばいに推移している。一見、2009 年以降で公的年金

等控除の効果が大きくなっているように見える。しかし、こうした背景には、1989 年から

2004 年までは老年者控除がある中で、公的年金等控除が高齢個人に与える負担軽減効果を

過小評価している可能性がある。例えば、高齢個人の課税所得が老年者控除により一定程度

抑えられているとき、公的年金等控除の適用控除額を使い切らない個人がいると考えられ

る。そのため、本来の公的年金等控除が与える影響の大きさを捉えるには、「公的年金等控

除と老年者控除を適用しない場合（赤線）」と「制度どおりの場合（青線）」の乖離幅を見る

必要がある。このとき、公的年金等控除の影響は 2004 年までと 2009 年以降で大きな変化

はない。ここで、「給与所得控除を適用しない場合（グレー線）」と「制度どおりの場合（青

線）」の乖離や、「公的年金等控除と老年者控除を適用しない場合（赤線）」と「制度どおり

の場合（青線）」の乖離に注目すると、近年はそれぞれの乖離がおよそ 5%の同程度であり、

このことは給与所得控除と公的年金等控除が同程度に負担軽減効果を持っていることを示

している。以下では、GATRD を垂直的要因と水平的要因に分けて考察を行う。 

パネル(b)は、GATRD の垂直的要因について、各ケースの結果を示している。「制度どお

りの場合（青線）」はほぼ横ばいに推移している。また、「給与所得控除を適用しない場合（グ

レー線）」「公的年金等控除を適用しない場合（黄色線）」「公的年金等控除と老年者控除を適

用しない場合（赤線）」はいずれも「制度どおりの場合（青線）」から大きな乖離はない。 

次に、パネル(c)は GATRD の水平的要因について、各ケースの結果を示している。パネル

(c)においても、「制度どおりの場合（青線）」と「給与所得控除を適用しない場合（グレー線）」

は、パネル(a)と同様にほぼ横ばいに推移を示している。また、「公的年金等控除を適用しな

い場合（黄色線）」は、パネル(a)と同様に 2009 年以降低下している。ここで、「給与所得控

除を適用しない場合（グレー線）」と「制度どおり場合（青線）」の乖離や、「公的年金等控

除と老年者控除を適用しない場合（赤線）」と「制度どおりの場合（青線）」の乖離を比較し

てみると、近年は双方がおよそ同程度であることが分かる。このことから給与所得控除と公
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的年金等控除が同程度に負担軽減効果を持っており、また特に水平的公平に影響を与えて

いることが分かる。 

 

図 3 控除が GATRD に与える効果 

(a)  GATRD 全体 
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(b) GATRD の垂直的要因 

 
 

(c) GATRD の水平的要因 

 
（出所）総務省『全国家計構造調査』より筆者作成。 
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Ⅳ－4. 所得階層別で見た GATRD 
 ここで、控除の負担軽減効果を所得階層別に捉える。図 4 は現役個人、高齢個人それぞれ

のグループにおける所得階層別の平均税率（2019 年）を表している。同じ所得階層の下で

も、両グループの平均税率には乖離があることが見てとれる。特に、低所得層においては現

役個人の平均税率が高くなっており、年収 700 万円以上では、高齢個人の平均税率の方が高

い。 

 次に、図 5 は各種控除が平均税率に与える効果を所得階層別に捉えたものである。パネ

ル(a)は全サンプルのケースを示している。ここでは公的年金等控除の影響が低所得層にお

いて大きいが、年収 400 万円から次第に影響が小さくなっていき、所得 700 万円以上では

ほとんど影響がない。一方で、給与所得控除の影響は、低所得層では公的年金等控除の影

響と同程度であるが、年収 400 万円から影響が大きくなっていき、高所得層まで影響が及

んでいる。このように、公的年金等控除が主に低所得層のみに影響を与えている一方、給

与所得控除は高所得層まで影響を与えていることで、個人所得課税の所得再分配機能を弱

めている面もある。ただし、こうした結果は各所得階層における現役個人・高齢個人の構

成比の影響も含まれる。現役個人・高齢個人の構成比の影響を考慮するために、属性別の

結果も確認する。 

 パネル(b)は各種控除が現役個人の平均税率に与える効果を所得階層別に捉えたものであ

る。現役個人のみを取り出して計算しているため、公的年金等控除の影響がなく、どの所

得階層においても、給与所得控除の影響が一定程度及んでいる。  

 次に、パネル(c)は各種控除が高齢個人の平均税率に与える効果を所得階層別に捉えたも

のである。高齢個人のみを取り出して計算しているため、公的年金等控除の影響が全所得

階層において確認できる。また、給与所得控除についても一定の影響を及ぼしていること

を示している。これは、高齢個人の中には年金受給者だけではなく、給与所得稼得者も一

定数存在しているためである。 
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図 4 所得階層別で見た平均税率（2019 年） 

 
（出所）総務省『全国家計構造調査』より筆者作成。 

 

図 5 所得階層別で見た平均税率（2019 年）：各種控除による影響 
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(b) 現役個人 

 

 

(c) 高齢個人 

 
（出所）総務省『全国家計構造調査』より筆者作成。
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Ⅴ. GATRD の変化の要因分解：制度変更要因と非制度変更要因 
 
Ⅴ－1. 人口動態の変化 
 まず 1989 年から 2019 年にかけての 30 年間で、我が国における所得階層別の人口分布が

どのように変化してきたのかを確認する。図 6 は 1989 年、1999 年、2009 年、2019 年の 10

年毎 4 時点について、所得階層別の構成比（対全サンプル）を示している。パネル(a)は現役

個人の構成比（対全サンプル）を示しているが、幅広い所得階層で構成比が低下している。

一方、パネル(b)は高齢個人の構成比（対全サンプル）を示しているが、パネル(a)とは対照

的に、高齢化に伴い幅広い所得階層で構成比が上昇している。また、高齢個人の多くは年金

を主な収入源としているため、低所得階層の個人が多い。そのため、低所得層において構成

比の増加が顕著である。最後に、パネル(c)は全サンプルの構成比を示しているが、ここでも

高齢個人が増加したことによる低所得階層の上昇と、中・高所得階層の低下が確認できる。 

 

図 6 所得階層別で見た構成比の推移 

(a) 現役個人 
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(b) 高齢個人 

 
 

(c) 全サンプル 

 
（出所）総務省『全国家計構造調査』より筆者作成。 
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Ⅴ－2. GATRD の変化の要因分解：制度変更要因と非制度変更要因 
GATRD の時点間比較には制度の変更に伴う制度変更要因と、所得分布や人口構成等の変

化に伴う非制度変更要因の影響も含まれる。そこで Bargain and Callan (2010) や Bargain 

(2012) の手法に従い、GATRD に加え、垂直的・水平的要因の変化を制度変更要因と非制度

変更要因に分解する。制度変更要因の抽出にあたっては、使用するデータの年を固定した上

で、適用する制度の年のみを変更させて、GATRD などの変化を計測する。一方、非制度変

更要因は適用する制度の年を固定した上で、使用するデータの年のみを変化させて、GATRD

などの変化を計測する。 

 いま、j 年のデータに k 年の制度を適用した場合における GATRD を𝐴௝௞とする。2 時点

間の比較を行うとき、基準年を 0、比較年を 1 と表記すれば、GATRD の変化は(4)式のよう

に表すことができる。 

 ∆𝐴 = 𝐴ଵଵ − 𝐴଴଴ (4) 

 

GATRD の変化を制度変更要因と非制度変更要因に分解するとき、(5)式のような 3 つの場

合が挙げられる。 

 ∆𝐴 = ሺ𝐴ଵଵ − 𝐴ଵ଴ሻ+ ሺ𝐴ଵ଴ − 𝐴଴଴ሻ (5.1) 

 ∆𝐴 = ሺ𝐴ଵଵ − 𝐴଴ଵሻ+ ሺ𝐴଴ଵ − 𝐴଴଴ሻ (5.2) 

 ∆𝐴 = 12 ሼሺ𝐴ଵଵ − 𝐴ଵ଴ሻ+ ሺ𝐴଴ଵ − 𝐴଴଴ሻሽ+ 12 ሼሺ𝐴ଵ଴ − 𝐴଴଴ሻ+ ሺ𝐴ଵଵ − 𝐴଴ଵሻሽ (5.3) 

 

いずれの場合も右辺第 1 項は制度変更要因を表している。(5.1)式ではデータを比較年（1）

に固定し、(5.2)式ではデータを基準年（0）に固定した上で、制度の年のみを変更させて

GATRD の変化を求める。(5.3)式はこれら 2 つのケースについて単純平均をとったものとな

っている。また、右辺第 2 項は非制度変更要因を表している。(5.1)式では制度を基準年（0）

に固定し、(5.2)式では制度を比較年（1）に固定した上で、データの年のみを変更させて

GATRD の変化を求める。(5.3)式はこれら 2 つのケースについて単純平均をとったものとな

っている。本稿では(5.3)式に基づいて要因分解を計測する。また、垂直的・水平的要因に関

する制度変更・非制度変更要因への分解も同様に扱う。 
 表 2 は GATRD の変化に関する要因分解を表している。パネル(a)は 1989 年から 2019 年

までの変化を示している。この 30 年間で、GATRD の水平的要因は高齢化などの非制度変

更要因により 0.65%ポイント上昇したが、制度変更によって 0.49%ポイント低下しており、

結果として水平的要因の変化は 0.15%ポイントの上昇に留まっている。一方で、GATRD の
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垂直的要因は非制度変更要因からはほとんど変化せず、制度変更によって 0.23%ポイント低

下している。GATRD 全体としても、制度変更による低下圧力と非制度変更要因による上昇

圧力が相殺し合い、0.19%ポイントの低下に留まっている。 

 次に、10 年毎の変化を比較していく。パネル(b)は 1989 年から 1999 年までの変化を示し

ている。この 10 年間で、高齢化などの非制度変更要因によって水平的要因は上昇している。

一方で、制度変更によって水平的要因は低下している。こうした背景には、給与所得控除の

拡大による現役個人の平均税率が低下したことなどが挙げられる。また、制度変更によって

垂直的要因は低下しており、その寄与度はパネル(a)との対比で相対的に大きい。こうした背

景には、最高税率の引き下げなどが挙げられる。これらにより、全体としてはパネル(a)と同

じく、制度変更要因と非制度変更要因が相殺する形で GATRD の変化を抑えている。ただし、

ここでは非制度変更要因による上昇圧力の方がやや強く、全体としては 0.06%ポイントの上

昇となっている。 

 パネル(c)は 1999 年から 2009 年までの変化を示している。この 10 年間で、非制度変更要

因による影響はほとんどない。これは、この 10 年間においても高齢化のほか、現役個人の

所得減少も進んでおり、双方の効果が作用していると考えられる。一方で、公的年金等控除

の縮小や老年者控除の廃止によって、高齢個人の平均税率が上昇したことで、制度変更によ

る GATRD への影響は大きく、全体としては 1.05%ポイントの低下となっている。 

 最後に、パネル(d)は 2009 年から 2019 年までの変化を示している。この 10 年間も高齢化

が進んでおり、非制度変更要因により GATRD 全体は 0.56%ポイントの上昇となっている。

一方、最高税率の引き上げのほか、給与所得控除における適用額の縮小や上限の導入によっ

て現役個人の平均税率が上昇し、こうした制度変更から GATRD 全体は 0.25%ポイントの上

昇となっている。また、GATRD 全体としてはこの 10 年間で 0.81%ポイントの上昇となって

いる。 

 
表 2 GATRD の時点間変化の要因分解 

(a) 1989 年から 2019 年までの変化 
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(b) 1989 年から 1999 年までの変化 

 
 

(c) 1999 年から 2009 年までの変化 

 
 

(d) 2009 年から 2019 年までの変化 

 
（出所）総務省『全国家計構造調査』より筆者作成。 
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Ⅵ. 結論 
 

日本では所得税・住民税を対象に、現役世帯や高齢世帯といったグループ間における税負

担の違いや、給与所得控除や公的年金等控除が税負担に与える影響について議論されてき

た。また、近年はグループ間における税負担の違いを垂直的要因と水平的要因に分解する取

り組みが進んでいる。例えば、２つのグループの間で税負担の違いがあるとき、これを評価

するにあたっては単純に両グループの平均的な負担率の差を比較するわけにはいかない。

グループ間における税負担の違いを捉えるにあたっては所得分布の違いと累進課税体系に

よってもたらされる垂直的要因と、同一所得階層のグループ間で生じる水平的要因に分け

ることが重要であり、Group Average Tax Rate Differential (GATRD)と呼ばれる要因分解の方

法が提示されている。そこで本稿ではこの GATRD アプローチを採用し、現役個人・高齢個

人間における税負担の違いについて垂直的要因と水平的要因を計測し、このグループ間に

おける水平的不公平の度合いを評価した。また、マイクロシミュレーションを活用して給与

所得控除や公的年金等控除が各要因にもたらす影響を計測し、当該控除が水平的不公平に

与えている真の寄与を考察した。さらに、垂直的・水平的要因における変化を制度変更と非

制度変更による寄与に分解して考察した。なお、税負担の公平性を議論する際には生涯所得

ベースで捉えるか、単年所得ベースで捉えるか、といった視点があるが、本稿では現行税制

の特徴を議論するにあたり、単年所得ベースで捉えている。 

まず、現役個人・高齢個人間におけるGATRDは3%程度あり、このうち水平的要因により

双方の差は1%程度であることが確認された。経年的に捉えると、GATRDは1990年代半ば以

降で低下傾向にあったが、2010年代は上昇傾向に転じている。また各種控除がGATRDに及

ぼす影響を捉えると、現役個人は給与所得控除、高齢個人は公的年金等控除による負担軽減

の恩恵を受け、いずれも5%程度の影響を持つものであり、どちらも水平的公平に大きな影

響を及ぼし得るものとなっている。このことを所得階層別で捉えると、公的年金等控除は主

に低所得層で負担軽減の効果がある一方、給与所得控除は幅広い所得階層で負担軽減の効

果があることが確認された。 

また、GATRDの経年変化について制度変更要因と非制度変更要因に分解してみると、1989

年から2019年の30年間で、高齢化などの非制度変更要因によってGATRDの水平的要因を押

し上げる一方、制度変更を通して抑えることができていることが確認された。今後も高齢化

の影響がGATRDの押し上げに作用することが予想される中、引き続き政策的対応が求めら

れる。 

日本の個人所得課税（所得税・住民税）は控除制度を多用しているが、例えば給与所得控

除は勤務に係る経費を控除する役割を果たすなど、各種の控除制度はそれぞれの目的を有

している。他方、日本の個人所得課税は手厚い控除により課税ベースが大きく浸食され、そ

れゆえに税の財源調達機能や所得再分配機能を弱めているといった指摘もあり、こうした

手厚い控除の背景には給与所得控除や公的年金等控除が挙げられる。本稿の考察からは、給
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与所得控除や公的年金等控除は所得源泉の違いによって税負担が異なる結果をもたらし、

税負担の水平的公平を阻害している面があることも確認された。今後の控除制度のあり方

を検討するにあたっては、所得再分配機能を高めつつ、水平的公平を改善することに向けた

施策が求められる。 
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補足 A．収入・税・社会保険料の推計方法 
この補論では３節で扱った収入、税、社会保険料それぞれの推計方法について説明する。 

 

A.1 収入の推計 
A.1.2 利子配当所得以外の収入の推計 

収入データは『全国家計構造調査』の「年収・貯蓄等調査票」に記載された年間収入を使

用する。収入の内訳は以下の 11 項目である。 

 

・勤め先からの年間収入 

・農林漁業収入 

・農林漁業以外の事業収入 

・内職などの年間収入 

・家賃・地代の年間収入 

・公的年金・恩給 

・社会保障給付金 

・企業年金受取金 

・個人年金受取金 

・利子・配当金 

・その他の年間収入 

・（親族などからの仕送り金） ※2014 年調査まで 

 

「年収・貯蓄等調査票」では、「世帯主」「世帯主の配偶者」「その他の世帯員（65 歳未満）」

「同（65 歳以上）」の年収を調査している。ただし、「その他の世帯員（65 歳未満）」「同（65

歳以上）」において複数の者がいる世帯では、それぞれの分類に該当する世帯員の収入の合

計額しか把握できない。そのため、それらの世帯では以下のルールに従って「その他の世帯

員（65 歳未満）」「同（65 歳以上）」の収入の按分を行った。 

「勤め先からの年間収入」「農林漁業収入」「農林漁業以外の事業収入」「公的年金・恩給」

「社会保障給付金」「企業年金受取金「個人年金受取金」については、世帯員の性別・年齢

によって平均的な収入が異なると考えられる。そのため、まず個人の収入が把握できる世帯

主と配偶者の収入から、性別（男性・女性）×年齢階層別（15～19 歳、20～29 歳、30～39 

歳、40～49 歳、50～59 歳、60～69 歳、70 歳～）の平均収入を求める。その上で、「その他

の世帯員（65 歳未満）」「同（65 歳以上）」において複数の者がいる場合は、合算されてい

る収入を先の平均収入の比率に従って世帯員ごとに按分した。 

「内職などの年間収入」「家賃・地代の年間収入」「親族などからの仕送り金」「その他の

年間収入」については、「その他の世帯員（65 歳未満）」「同（65 歳以上）」に複数の者がい

る場合、世帯員数で頭割りして按分する。ただし、15 歳未満の世帯員については按分の対
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象から除外している。 

 

A.1.2 利子配当所得の推計 
「年収・貯蓄等調査票」の利子・配当金については過小性が指摘されているため、ここで 

は「年収・貯蓄等調査票」の貯蓄情報を利用し、世帯の保有する金融資産残高に市場金利（年 

利）を乗じることによって推計する。なお、金融資産残高は世帯ベースでのみ把握可能なた 

め、利子配当所得については世帯ベースで推計する。使用する貯蓄情報の内訳は以下のとお 

りである。 

 

・ゆうちょ銀行等の通貨性貯金（以下、通常貯金） 

・ゆうちょ銀行等の定期性貯金（以下、定期貯金） 

・普通銀行等の通貨性預金（以下、普通預金） 

・普通銀行等の定期性預金（以下、定期預金） 

・株式・株式投資信託（以下、株式等） 

・債券・公社債投資信託（以下、債券等） 

・貸付信託・金銭信託（以下、信託等） 

・その他、社内預金など（以下、社内預金等） 

 

これらの項目のうち、通常貯金、定期貯金、普通預金、定期預金、債券等、信託等、社内

預金等から稼得される所得については「利子所得」に分類する。他方、株式等から稼得され

る所得については「配当所得」に分類する。本稿でこうした利子所得および配当所得の合計

を「利子配当所得」として扱う。 

通常貯金および定期貯金については、財務省『財政金融統計月報』およびゆうちょ銀行ホ

ームページで公表されている金利を利用する。このうち、定期貯金については定額貯金（3

年以上）の金利を適用する。次に普通預金、定期預金、株式等、債券等についても『財政金

融統計月報』で公表されている金利を利用する。このうち、定期預金については定期預金平

均金利（新規受入分平均金利、300 万円未満、1 年以上 2 年未満）を適用する。株式等につ

いては東証一部上場企業の有配当会社株式平均利回りを適用し、債券等については 10 年物

国債金利を適用する。また、信託等について 2004 年調査までは『財政金融統計月報』で公

表されている 5 年もの貸付信託予想配当率を適用する。2009 年調査以降は三菱 UFJ 信託銀

行における 5 年もの金銭信託予定配当率を適用する。最後に、社内預金等については定期貯

金と同様の金利を適用する。 

 

A.2 社会保険料額の推計方法 
社会保険料の推計では、まず各世帯員がどの社会保険制度に加入しているかを特定しな

ければならない。ここでは公的年金・健康保険・介護保険・雇用保険の各制度について、世
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帯員ごとに加入制度を推定したのち、現実の保険料計算式を適用して負担額を推計する。 

 

A.2.1 公的年金保険料の推計 
加入制度については、「勤め先からの年間収入」が「短時間労働者の平均賃金×20 時間×

52 週」よりも多い世帯員は厚生年金の加入者（第 2 号被保険者）、年収が一定額未満（例え

ば 2019 年は 130 万円未満）で配偶者が第 2 号被保険者の場合は第 3 号被保険者、それ以外

を国民年金加入者（第 1 号被保険者）とした。また、19 歳以下または 60 歳以上の世帯員に

ついては原則、年金保険料の負担は無いものとし、ただし 70 歳以下でも第 2 号被保険者の

所得要件を満たす場合は厚生年金加入者とした。 

保険料については、第 1 号被保険者は定額保険料（例えば 2019 年は 16,410 円／月を年間

ベースにしたもの）を負担するものとし、また免除制度（全額、4 分の 3、半額、4 分の 1）

の所得基準を満たす者は全て適用した。第 2 号被保険者は日本年金機構ホームページに掲

載されている第 1 種被保険者・厚生年金の平均保険料率を労使折半するものとし、「勤め先

からの年間収入」に折半後の保険料率を乗じた。ここでは厚生年金の標準報酬月額と標準賞

与額の上限も考慮している。 

 

A.2.2 健康保険料の推計 
加入制度については、75 歳以上の世帯員を後期高齢者医療制度の加入者（ただし、制度

導入後の 2009 年調査以降）、74 歳以下の中で厚生年金に加入している世帯員を健康保険（被

用者保険）の加入者、それ以外を国民健康保険の加入者とした。また、年収が一定額未満（例

えば 2019 年は 130 万円未満）で、同居親族に健康保険（被用者保険）の加入者がいる場合

は、その世帯員を健康保険（被用者保険）の被扶養者とした。 

保険料については、健康保険（被用者保険）の保険料は全国健康保険協会ホームページに

掲載されている協会けんぽの保険料率を労使折半するものとし、「勤め先からの年間収入」

に折半後の保険料率を乗じた。国民健康保険の保険料は『国民健康保険実態調査』から所得

割率、資産割、均等割、平等割の全国平均を適用した。ここでは国民健康保険料の賦課限度

額、応益割に対する減額制度も考慮している。後期高齢者医療制度の保険料は厚生労働省ホ

ームページに掲載されている所得割および均等割の全国平均を適用した。ここでは後期高

齢者医療制度の賦課限度額、所得割額および均等割の減額制度も考慮している。 

 

A.2.3 介護保険料の推計 
第 1 号被保険者（65 歳以上）の保険料は厚生労働省ホームページに掲載されている各都

道府県の保険料基準額の全国平均（加重平均）を適用した。第 2 号被保険者（40～64 歳）

の保険料は国民健康保険加入者と健康保険（被用者保険）加入者で分類する。国民健康保険

の加入者は『国民健康保険実態調査』から介護給付分の所得割率、資産割、均等割、平等割

の全国平均を適用した。（ただし、利用統計の特徴から 2009 年調査以降でこの方法を適用し
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た。2004 年調査以前については健康保険料に合算して推計している。）ここでは国民健康保

険料の賦課限度額、応益割に対する減額制度も考慮している。健康保険（被用者保険）の加

入者については全国健康保険協会ホームページに掲載されている協会けんぽの全国平均の

保険料率を労使折半するものとし、「勤め先からの年間収入」に折半後の保険料率を乗じた。

ここでは健康保険（被用者保険）の標準報酬月額と標準賞与額の上限も考慮している。 

 

A.2,4 雇用保険料の推計 
雇用保険の加入については、「勤め先からの年間収入」が一定額（例えば「短時間労働者

の平均賃金×20 時間×52 週」）よりも多い被用者を加入者とした。 

保険料については、厚生労働省ホームページに掲載されている一般の事業における労働

者負担率（例えば 2019 年は 0.3％）を適用し、「勤め先からの年間収入」に負担率を乗じた。 

 

A.3 所得税・住民税額の推計方法 
所得税・住民税の推計では，世帯の属性や収入の情報に現実の税制を適用して負担額を求

める。所得税法では 10 の所得区分に分類されるが，ここでは『全国消費実態調査』で利用

可能である「給与所得」「事業所得」「雑所得」「不動産所得」といった所得を扱う。具体的

には以下のように所得区分を整理し，合計所得を計算した。 

 

給与所得 ＝ 「勤め先からの年間収入」－ 給与所得控除 

年金所得 ＝ 「公的年金・恩給」＋「企業年金・個人年金受取金」 

－ 公的年金等控除 

事業者所得 ＝ 「農林漁業所得」＋「農林漁業以外の事業所得」 

＋「内職などの年間収入」 

不動産所得  ＝ 「家賃・地代の年間収入」 

合計所得  ＝ 給与所得 ＋ 年金所得 ＋ 事業所得 ＋ 不動産所得 

 

次に，合計所得から各種控除を差し引いて課税所得を計算する。ここで適用する所得控除

は基礎控除・配偶者（特別）控除・扶養控除・老年者控除（2004 年まで）・社会保険料控除

である。なお，社会保険料控除については先に推計した社会保険料の額を使用する。また，

調査票から得られない情報による控除（障害者控除，医療費控除，住宅借入金等特別控除な

ど）は考慮していない。具体的には以下のとおりに計算する。 

 

仮課税所得 1 ＝ 合計所得 － 基礎控除 － 社会保険料控除 － 老年者控除 

仮課税所得 2 ＝ 仮課税所得 1 － 配偶者控除 － 配偶者特別控除 

課税所得 ＝ 仮課税所得 2 － 扶養控除 
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まず、合計所得から基礎控除・社会保険料控除・老年者控除を差し引いた後の金額を仮

課税所得 1 とする。配偶者控除対象者が存在する場合には、当該夫婦のうち仮課税所得 1

が高い方の世帯員に配偶者（特別）控除を適用し、仮課税所得 2 とする。次に、扶養控除

対象者が存在する場合には、世帯内で仮課税所得 2 が最大の世帯員に扶養控除を適用し、

課税所得とする。最後に、課税所得に対して所得税・住民税の限界税率表を適用して所得

税・住民税額を推計する。ここでは定率減税（1994 年から 2006 年まで）、調整控除（2007

年から、住民税のみ）、復興特別所得税（2013 年から）も考慮している。 


